
 

 

  

 

◎浜松市の行政区再編に伴う保険者番号の取り扱いについて 

 浜松市が令和６年１月１日より行政区を現在の７区から３区に再編されることとなりました。 

つきましては、同封の「浜松市からのお知らせ」をご参照ください。 

 

 

◎保険医療機関等の所在地変更の取り扱いについて 

 浜松市行政区再編に伴い、所在地が変更となる保険医療機関等につきましては、本会において「診

療（調剤）報酬請求に関する届出」の所在地を変更しますので、変更の届出を提出する必要はあり

ません。 

 

 

◎診療（調剤）報酬請求書等の早期提出へのお願い 

 診療（調剤）報酬請求書等の提出については毎月 10日が提出期日となっていますが、令和５年

12月、令和６年２月及び３月は 10日が休日となります。提出期日が休日の場合は本会を開所し受

付業務を行いますが、提出期限日前の早期提出に御協力をお願いします。 

 

 

◎オンライン請求に関する問い合わせの多い事例 

  Ｑ１ 請求確定したデータに訂正事項が生じたのですが、全件を再送信すれば新しいデータで受付されま 

すか？ 

Ａ１【請求確定】済みのレセプトデータは、当会にて受付処理を行なっておりますので、一部を修正した 

レセプトデータを全件再送信いただきましても、差し替え等をする事ができません。【請求確定】済 

のレセプトデータは、従来の紙レセプトを郵送する際にポストに投函した事と同様であり、差し替え 

及び修正はできませんのでご注意ください。 

なお、【ＡＳＰあり】で送信し、発生したエラー等（受付不能及び要確認件数）について訂正する場 

合には、【請求取消】を選択することで全件のデータを取り消し、修正後に再送信することが可能で 

す。 

 

Ｑ２ 請求確定したレセプトの一部を訂正する場合はどのようにすれば良いですか？ 

Ａ２ 確定後のレセプトデータの訂正が必要な場合は、従来どおり『請求取消依頼書』をご提出いただき、 

返戻されたレセプトを訂正し再請求してください。なお、Ｑ１にもありますとおり、データの差し 

替えは原則として致しかねますのでご了承ください。 
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